
No. 掲載箇所 訂正前 訂正後

１ 管理運営業務仕様書 P20

（４）指定管理業務を円滑に行うため、繁忙期（３月〜
６月、１０月〜１１月）、土・日曜日、祝日及びイベン
ト開催日は３名以上、通常期（７月〜９月、１２月〜２
月）の平日は２名以上の人員を配置すること。ただし、
上記人数のほか「８ 植栽管理業務」及び「９ その他の園
内業務に関する業務」に必要な人数を別途確保すること。

削除（以降項番繰り上げ）

西山公園 指定管理者制度 公募に関する訂正事項

都市整備部 公園緑地課
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